
                                      令和６年３月５日 

（一社）福井県トラック協会 

交通死亡事故多発警報が発令 !! 

 

令和６年２月２６日から３月３日までの７日間に、交通

死亡事故が３件発生したため、福井県知事が「交通死亡事

故多発警報」を発令しました。 
 

【発令期間】 

３月４日（月）～１３日（水）までの１０日間 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発生日時 事 故 概 要 

２月２６日（月） 

午前９時５０分ごろ 

道路を北進中の普通乗用車（３２歳・ 女性 ）が、東進横断中の歩行者

（７５ 歳・ 男性 ）をはねた事故。（発生場所：福井市、市道） 

３月２日（土） 

午前８時３０分ごろ 

道路を東進中のタンクローリー（６３歳・男性）が、前方を東進中の自

転車（７４歳・女性）に追突した事故。（発生場所：坂井市、市道） 

３月３日（日） 

午後２時３０分ごろ  

普通乗用車（６７歳・男性）が、対向車線側の側溝に脱輪させて転覆し

た事故。（発生場所：敦賀市、市道） 

※       が死者 

各事業所においては、出発前の点呼のみならず、運行途中での業務連絡の際にも「安全運転に関する

一声｣をかけていただきますようお願いします。 

〇運行管理の徹底 

・現下の交通事故の発生状況の関係者への周知徹底、並びに事故防止に向けた啓発活動の実施 

・健康起因事故防止のための健康管理の徹底、過労運転とならない無理のない配車計画の策定 

・法定速度の遵守、適正な車間距離の保持、走行中のスマホの使用禁止などわき見運転防止のさらなる

徹底 

〇確実な点呼 

・現下の交通事故の発生状況の乗務員への周知徹底、同種事故の未然防止に向けた具体的な指導の徹底 

・乗務前・後点呼時における運転者に対する健康状態の確実な把握、当該検査結果の確実な記録の徹底 

 


